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第６版 推薦の言葉

本書「警察官のための充実・犯罪事実記載例―刑法犯―〔第６版〕解説・
判例付き」は、警察官をはじめとした刑事実務に係る方々から熱い支持を得
て、版を重ねてきたものです。今回の「第６版」は、近時の各種法改正によ
り、性犯罪に関する刑法等の規定が大きく変更・追加等されたことや、懲役
・禁錮が拘禁刑に一本化されたこと等、刑事実務的に重要な変更が相次いだ
ことから改訂に至ったもので、これら法改正の経緯・内容に精通した加藤俊
治名古屋地方検察庁検事正の編著により、大幅に書き改められています。

そして、本書は、捜査に携わる人々に役立つことを大前提に、犯罪（送致）
事実の記載例やその解説・判例等につき、分かりやすい形で要点を押さえつ
つ、それらを同時に掲載するという工夫がなされています。つまり、表題の
罪につき、捜査官にとって実務上必要な、根拠となる「条文」、犯罪（送致）
事実「作成上の留意点」、判例・裁判例を基にした実務的な刑法等の「解説」
と共に、「罪数」の検討や「参考判例」の紹介を行い、さらに、「類似の犯罪
（送致）事実」作成例についても一目で分かるようになっています。「充実」
という本書タイトルは、このような内容を意味しており、捜査官にとって第
一線の現場で刑事実務を遂行する上で不可欠なものとなると確信していま
す。

刑法犯についての犯罪（送致）事実作成だけでなく、実務の運用を踏まえ
た刑法をも学ぶための必携書として広く活用されることを期待します。

令和７年１０月

名古屋高等検察庁検事長 松本 裕
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第６版はしがき

本書第５版の刊行以後、約４年半が経過し、その間、性犯罪に関する刑法
等の規定が大きく変更・追加されたほか、懲役・禁錮が拘禁刑に一本化され
るなど、実務的にも重要な法改正が重ねられました。

また、最近においても、刑法各則に関する重要な判例が集積していますし、
オンラインを利用した犯罪が多様化するなど、現実に発生する犯罪の傾向に
も変化が見られるようになっています。

今回の改訂では、こうした変化に対応するため、性犯罪に関する刑法１７６
条以下に関する解説及び犯罪事実記載例（第２編第１６章）を大幅に改め、新
規立法である性的姿態撮影等処罰法に関する解説及び犯罪事実記載例（第３
編第６章）を追加するなどして、法改正の状況をフォローする形でのアップ
デートを図るとともに、近時の実情に鑑み、参考判例、犯罪事実記載例の入
替え等を行いました。

本書が、引き続き、警察官を始めとする捜査実務の役に立てることを願っ
ています。

改訂に当たっても、馬場野武部長、本山進也参与ほか立花書房編集部の皆
さまに多大な御助力・御尽力をいただきました。ここに記して、御礼を申し
上げます。

令和７年９月

編著者
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推薦のことば ～第５版の発刊に寄せて～

犯罪事実は、事件送致や事件処理に当たって必ず記載すべきものであるた
め、いわば捜査の到達点である。捜査が十分になされて事案の真相が解明さ
れればされるほど、不思議と犯罪事実は簡にして要を得たものとなる。その
意味から、犯罪事実は捜査の投影とも言えよう。犯罪事実がこのようなもの
であることから、犯罪事実の記載例は、捜査終了に当たってどのような犯罪
事実を記載すれば良いのかというだけでなく、当該捜査の開始に当たっても、
どのような形で捜査がまとまれば良いのかを的確に示す羅針盤の役割を担っ
ているように思う。捜査に携わる方々には、最新でかつ応用が利き、条文の解
釈も記載されている犯罪事実記載例の参考書があれば有用であろうと思う。

本書は、警察官の皆さんを始め捜査に携わる人々から好評を博して版を重
ねてきたが、この度、加藤俊治検事の編著により第５版が発刊されることに
なった。本書の改訂に当たり、使用頻度が高い準刑法に係る犯罪事実記載例
の一部を取り込み、犯罪事実の内容・表現を最新の事例を踏まえて書き改め、
近時の最高裁判例を中心に重要判例をできる限り掲載している。このように、
本書は、平素の実務に役立つことを念頭に犯罪事実の記載例等を掲載するな
ど随所に工夫が凝らされており、単に犯罪事実記載例の参考書としての性質
だけでなく、刑法犯等の解説書等の役割も果たしている。

さらに、加藤検事により、本書と対をなす「特別法犯編」も改訂された。
両書は、捜査に携わる捜査官だけでなく、弁護士が代理人として特定の事件
について告訴・告発しようとする場合や司法修習生が犯罪事実を起案する場
合などでも有用なものとなると確認している。是非、座右の書として執務の
参考にしていただければと思う。

令和３年３月

弁護士（元大阪高等検察庁検事長） 伊丹俊彦
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第５版はしがき

本書は、元検事である小川賢一先生の編著により平成２１年７月に新訂版が
発刊され、平成２９年１２月発刊の第４版まで版が重ねられてきたものであり、
「特別法犯」編と共に、犯罪捜査の任に当たる警察官の皆さんから好評を得
てきたものです。
今回の改版に当たっては、旧版の構成・内容を基本的に受け継ぎつつ、特
に、次のような点に留意して改訂作業を行いました。

１ 概論に当たる部分（本書第１編）について、近時の公訴事実記載の実際
等を踏まえて、記述を整理した
この部分の記述は、特別法犯とも共通するものですので、「特別法犯」編
が同時に改版されるこの機会に、その点も踏まえて修正・加筆を行いました。

２ 犯罪事実の内容・表現を、最近の事例に鑑みて改めた
社会情勢の変化や法改正に伴い、新たな類型の犯罪が見られるようになっ
ています。また、犯罪事実の記載方法は、かつての文語的で難解なものから、
口語的で平易なものへと移り変わっています。
今回の改訂では、そうした今日的な変化を取り入れることに努めました。

３ 参考判例を追加した
近時の最高裁判例を中心に重要判例をできるだけ掲載することとし、【参
考判例】として、その要旨を示すようにしました。

これらの試みが十分に成功したものであるか、読者の皆さんのニーズに合
ったものであるかについては、今後の御批判にまちたいと思います。
なお、旧版では「特別法犯」編に収められていた準刑法に係る犯罪事実記
載例の一部について、実質的には刑法に規定される犯罪と同様の性質を有す
るものであることから、今回の改版に当たって、本書に移しています。
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また、本書では、原文が「漢字片仮名交じり」である法令名、条文、裁判
例等を引用する際、読みやすさを考慮して、意味を変えない範囲で、片仮名
を平仮名に変え、句読点や文字を補うなどしていることをお断りします。

改訂作業に当たっては、馬場野武部長や秋山寛和氏ほか立花書房出版部の
皆さんに大変な御助力をいただきました。ここに記して、御礼を申し上げま
す。

令和３年４月

編著者
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凡 例

判例の表記は、別記略語を用い、次の例による。

大審院判決昭和７年３月１日大審院刑事判例集１１巻２３２頁＝大判昭７・３・１刑集

１１・２３２

最高裁判所判決昭和５０年７月１日最高裁判所刑事判例集２９巻７号３５５頁＝最判昭

５０・７・１刑集２９・７・３５５

最高裁判所決定昭和５３年２月１３日最高裁判所刑事判例集３２巻２号２９５頁＝最決昭

５３・２・１３刑集３２・２・２９５
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判例集等略語

刑録 大審院刑事判決録

刑集 大審院刑事判決集

刑集 最高裁判所刑事判例集

民集 最高裁判所民事判例集

裁判集 最高裁判所裁判集（刑事）

高刑集 高等裁判所刑事判例集

東高時報 東京高等裁判所刑事判決時報

高検速報 高等裁判所刑事裁判速報（集）

刑裁特 高等裁判所刑事裁判特報

下刑集 下級裁判所刑事裁判例集

刑裁月報 刑事裁判月報

家裁月報 家庭裁判月報

判時 判例時報

判タ 判例タイムズ
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第２編 刑法各則関係の犯罪事実記載方法

第 1章 公務の執行を妨害する罪 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５０
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区役所職員の職務に対する妨害事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５５
公務執行妨害・傷害の事例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５５

第２ 職務強要（刑法９５条２項）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５５
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差押えの表示を損壊した事例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５９

第５ 強制執行妨害目的財産損壊等（刑法９６条の２）‥‥‥‥‥‥‥‥‥６２
財産の隠匿事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６２

第６ 強制執行行為妨害等（刑法９６条の３） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６５
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第７ 強制執行関係売却妨害（刑法９６条の４）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６６
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念書の作成を強要した事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２５
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第25章 略取、誘拐及び人身売買の罪 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２７

第１ 未成年者略取及び誘拐（刑法２２４条）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２７
未成年者誘拐の事例１ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２９
未成年者誘拐の事例２ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３０

第２ 営利目的等略取及び誘拐（刑法２２５条）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３１
わいせつ目的誘拐・不同意わいせつ事例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３１
わいせつ目的誘拐・不同意性交等事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３３
わいせつ目的誘拐・傷害事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３４

第３ 身の代金目的略取等（刑法２２５条の２）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３４
身の代金目的略取・略取者身の代金要求・監禁事例‥‥‥‥‥‥‥３３５
身の代金目的略取・略取者身の代金取得等・監禁の事例 ‥‥‥‥３３７

第４ 平成１７年改正法による改正 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３８
１ 所在国外移送目的略取及び誘拐（刑法２２６条）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３８
２ 人身売買（刑法２２６条の２）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３９
３ 被略取者等所在国外移送（刑法２２６条の３）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３４０
４ 被略取者引渡し等（刑法２２７条）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３４１

第26章 名誉に対する罪‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３４３

第１ 名誉毀損（刑法２３０条）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３４３
名誉毀損事例１ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３４４
名誉毀損事例２ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３４６
SNS を利用した名誉毀損事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３４６
郵便による名誉毀損事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３４７

第２ 侮辱（刑法２３１条）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３４７
侮辱事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３４８

第27章 信用及び業務に対する罪 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５０

第１ 信用毀損・業務妨害（刑法２３３条）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５０
電話を利用した偽計による業務妨害事例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５０
消防職員に対する偽計業務妨害事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５３
信用毀損事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５３
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第２ 威力業務妨害（刑法２３４条）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５４
ガソリンスタンドの業務を妨害した事例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５４
食料品販売店の業務を妨害した事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５６
パチンコ店の営業を妨害した事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５６
飲食店の営業を妨害した事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５６
株主総会の議事運営を妨害した威力業務妨害・傷害事例 ‥‥‥‥３５７

第３ 電子計算機損壊等業務妨害（刑法２３４条の２）‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５７
電子計算機損壊等業務妨害事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５７
電子計算機に不正な指令を与えた事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５９
不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反・電子計算機損壊等業

務妨害事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５９

第28章 窃盗及び強盗の罪‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６１

第１ 窃盗（刑法２３５条）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６１
パーソナルコンピュータ窃盗の事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６２
万引きの事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６７
自転車盗の事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６７
自動車盗の事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６８
仮睡盗の事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６８
ひったくり盗の事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６８
スリの事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６９
侵入盗未遂の事例（住居侵入罪を伴う記載例）‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６９
用具を用いた侵入盗未遂の事例（住居侵入罪を伴う記載例）‥‥‥３６９
車上狙いの事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３７０
事務所荒らしの事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３７０
カードの窃取とそれを使用した商品詐欺未遂の事例‥‥‥‥‥‥‥３７０
カードの窃取と現金自動預払機からの現金引出し窃盗の事例 ‥‥３７１
預金通帳等の窃取とそれを利用した私文書偽造・同行使・詐欺の事

例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３７１
特殊詐欺に類似するキャッシュカード窃取事例‥‥‥‥‥‥‥‥‥３７２
窃取した盗品を他人になりすまして処分した事例（組織的犯罪処罰

法１０条１項前段違反）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３７２
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第２ 不動産侵奪（刑法２３５条の２）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３７３
空き家に入居して侵奪した事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３７３
勝手に建物を建てるなどして土地を侵奪した事例‥‥‥‥‥‥‥‥３７４

第３ 強盗（刑法第２３６条） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３７５
凶器を示した強盗の事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３７５
住居侵入・凶器を示した強盗の事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３７９
帰宅途中の通行人を狙った路上強盗事例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３７９
居直り強盗の事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３８０
郵便局での強盗未遂事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３８０
凶器を示した車内等での強盗未遂・強盗事例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３８０
タクシー運賃の支払を免れるための強盗事例（２項強盗）‥‥‥‥３８１
現金の強取し、更に飲食代金支払を免れた強盗事例（１項強盗及び

２項強盗）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３８２

第４ 強盗予備（刑法２３７条）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３８３
刃物を携えた住居侵入・強盗予備の事例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３８３

第５ 事後強盗（刑法２３８条）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３８４
逮捕を免れるための事後強盗事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３８４
住居侵入・逮捕を免れるための事後強盗事例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３８６
取返しを防ぐための事後強盗事例１ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３８７
取返しを防ぐための事後強盗事例２ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３８７

第６ 昏酔強盗（刑法２３９条）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３８７
薬物を使用した昏酔強盗の事例１ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３８８
薬物を使用した昏酔強盗の事例２ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３８９
薬物を使用した昏酔強盗の事例３ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３８９

第７ 強盗致傷・強盗致死（刑法２４０条）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３９０
強盗致傷の事例１ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３９０
強盗致傷の事例２ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３９２
強盗殺人及び犯跡隠蔽のための現住建造物等放火事例 ‥‥‥‥‥３９３

第８ 強盗・不同意性交等及び同致死（刑法２４１条）‥‥‥‥‥‥‥‥‥３９４
強盗の途中から不同意性交等の犯意を生じた事例‥‥‥‥‥‥‥‥３９４
当初から強盗及び不同意性交等の犯意があった事例‥‥‥‥‥‥‥３９５
強盗及び不同意性交等が未遂となった事例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３９５
不同意性交等の途中から強盗の犯意を生じた事例‥‥‥‥‥‥‥‥３９６
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強盗を犯し、相手方が畏怖しているのに乗じて不同意性交等に及ん
だ事例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３９９
窃盗の目的で住居に侵入し、後に強盗及び不同意性交等の犯意を生

じた事例（住居侵入、強盗・不同意性交等）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３９９
強盗の目的で住居に侵入し、後に不同意性交等の犯意を生じた場合

で、それらがいずれも未遂に終わったが傷害の結果を生じさせた事例
（住居侵入、強盗・不同意性交等）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４００
強盗・不同意性交等致死の事例（強盗行為が先行する場合）‥‥‥４０１
強盗・不同意性交等致死の事例（不同意性交等行為が先行する場合）４０１
殺意をもって殺害に至った事例（強盗・不同意性交等殺人）‥‥‥４０２

第29章 詐欺及び恐喝の罪‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４０３

第１ 詐欺（刑法２４６条）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４０３
無銭飲食の事例１ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４０３
無銭飲食の事例２（１項詐欺及び２項詐欺）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４１１
カラオケ店における無銭飲食等の事例（１項詐欺及び２項詐欺）‥４１１
両替名目の現金詐取事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４１２
寸借名目の現金詐取事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４１２
勝馬投票券の購入代金名目の現金詐取事例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４１２
レンタカーの詐取事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４１３
レンタル商品の詐取事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４１３
借用名目の商品詐取事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４１４
借用名目の現金詐取事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４１４
住宅建築請負名目の現金詐取事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４１５
不正に入手したクレジットカードを利用した商品詐取事例 ‥‥‥４１６
入学あっせん名目の現金詐取事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４１７
交通事故を偽装した治療費等名目の現金詐取事例（未遂）‥‥‥‥４１８
釣銭名目の現金詐取事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４１８
集金名目の現金詐取事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４１８
株買付代金名目の現金詐取事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４１９
定期預金名目での現金詐取事例（SNS利用）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４２０
取込み詐欺事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４２０
売買手付金名目の現金詐取事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４２１
借用名目の手形詐取事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４２２
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交通事故を偽装した対物賠償保険金名目の現金詐取事例 ‥‥‥‥４２３
販売委託名目の商品詐取事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４２４
購入あっせん名目の現金詐取事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４２４
割賦購入名目の自動車詐取事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４２５
購入名目の商品詐取事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４２５
現金受取型の特殊詐欺（受け子・未遂）事例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４２５
送金型の特殊詐欺事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４２６
だまし取ったキャッシュカードをATMに挿入して不正送金をした

事例（預貯金詐欺。第２は電子計算機使用詐欺）‥‥‥‥‥‥‥‥‥４２６
融資保証詐欺事例１‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４２８
融資保証詐欺事例２‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４２８
金融商品詐欺事例１‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４２９
金融商品詐欺事例２‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４２９
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交際あっせん詐欺事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４３１
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インターネットによる申込みを悪用して金融機関からキャッシュ

カードを詐取した事例（私電磁的記録不正作出・供用を伴うもの）‥４３４
生活保護費の不正受給事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４３５
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賃借権の不正取得事例（２項詐欺）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４３７
架空料金請求詐欺事例（２項詐欺）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４３７

第２ 電子計算機使用詐欺（刑法２４６条の２）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４３９
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他人名義クレジットカードの不正使用事例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４４２

第３ 背任（刑法２４７条）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４４２
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拐帯横領事例１ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４７４
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第１ 公用文書等毀棄（刑法２５８条）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４８９
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猫に対する虐待事例（動物の愛護及び管理に関する法律違反を伴う

事例）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４９８
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第３編 準刑法関係の犯罪事実記載例

第 1章 暴力行為等処罰に関する法律 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５０２
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凶器を示して脅迫した事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５０５
共同暴行事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５０６

第２ 加重傷害（１条の２第１項）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５０６
日本刀で傷害に及んだ事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５０６

第３ 常習傷害・暴行・脅迫・器物損壊（１条の３第１項）‥‥‥‥‥５０７
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強談事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５１０

第 2章 盗犯等の防止及び処分に関する法律‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５１１

第１ 常習特殊強窃盗（２条）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５１１
凶器携帯の常習窃盗事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５１１
共同による常習窃盗事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５１３
玄関施錠を破壊した常習窃盗事例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５１３
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2 第１編 犯罪事実の記載要領概論

第１章 犯罪事実記載の基本

第１ 犯罪事実記載の意義
本書でいう「犯罪事実」とは、現に捜査機関による捜査の対象となってい
る事実（被疑事実）であり、また、第一次捜査機関である司法警察職員が捜
査を遂げた結果として認められる事実（送致事実）である。
司法警察職員が犯罪事実を起案する主な機会としては、①逮捕状、捜索差
押許可状その他の令状を請求する際、その理由となる事実として「被疑事実
の要旨」（刑訴規１４２条１項２号）あるいは「犯罪事実の要旨」（刑訴規１５５条１
項４号等）を記載する場合や、②検察官に事件を送致（送付）する際、送致
書に「送致事実」を記載する場合等が考えられる。②の場合、送致事実には、
司法警察員が検察官に送致する特定の事実を明らかにするという意味がある
ほか、いわゆる身柄事件の場合には、司法警察職員の作成した「送致事実」
が、勾留請求における「被疑事実の要旨」（刑訴規１４７条１項２号）、更には勾
留状に記載される被疑事実の要旨（刑訴法２０７条１項、６４条１項）に用いられ
ることが多いという実情からして、実際上、被疑者の身柄拘束の根拠となる
事実を明らかにするという意味をも有することとなる。
また、犯罪事実は、その時点で収集されている証拠に基づいて、客観的に
認められる事実を記載しなければならないのであり、もとより、捜査機関が
主観的に想定している事実を記載すべきものではない。すなわち、証拠が十
分に収集できていれば、それに基づいて適切な犯罪事実が記載できる反面、
犯罪事実を起案しようとしても書けない部分があるというときには、その部
分についての捜査・証拠収集が足りていないのではないかと考えてみなけれ
ばならない。

第２ 犯罪事実記載要領の基本
１ 記載事項
犯罪事実の記載要領は、基本的に、起訴状に記載される「公訴事実」（刑

訴法２５６条２項２号）のそれに準ずるものと考えてよい。
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すなわち、まず、犯罪事実を記載するに当たっては、特定の犯罪構成要
件に該当する全ての事実を、具体的に、かつ、過不足なく記載することが
肝要である。基本的構成要件はもとより、その修正形式としての未遂犯（刑
法４３条）、共同正犯（刑法６０条）、教唆犯（刑法６１条１項）及び幇助犯（従犯。
刑法６２条１項）についても、その要件に該当する事実を記載しなければな
らない（第２章、第３章参照）。未遂犯の場合、中止犯（刑法４３条後段）に
該当するか否かも明らかにすべきである。
このように構成要件に該当する事実を的確に記載するためには、犯罪構
成要件を、条文に即して、その解釈を含めて正確に理解していることが必
要である。
違法性、有責性等については、それらを根拠付ける事実を記載しなくて
も当然に充足されていることが前提となっているので、例えば、正当防衛
（刑法３６条１項）に当たらないことや心神喪失者の行為（刑法３９条１項）で
ないことを犯罪事実として記載する必要はない。
なお、違法性や責任を減軽することとなる過剰防衛（刑法３６条２項）、心

神耗弱（刑法３９条２項）等に該当すると認められる場合に、これらの事情
を端的に記載することは、事案の特徴を示す意味において有用であり、記
載することに問題はない。しかし、これらの事情は、一般的に捜査が継続
している段階ではその有無が確定し難いと考えられることに加え、これら
の事情を記載しなくても犯罪事実の特定に欠けるところはないので、その
記載は必須ではないといえよう（第５章参照）。

２ 六何（八何）の原則
犯罪事実を記載するに当たっては、できる限り日時、場所及び方法を記
載することにより罪となるべき事実を特定することが求められる（刑訴法
２５６条３項参照）。
殺人罪（共犯事件）について一例を挙げれば、犯罪事実は

【記載例】

被疑者は（①）、自己の従業員である甲野太郎（当時３０歳）を
殺害して同人を被保険者とする生命保険金を取得しようと考え
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（③）、乙野次郎と共謀の上（②）、令和○年○月○日頃（④）、東京
都千代田区霞が関１丁目○番○号の前記乙野方において（⑤）、前
記甲野に対し（⑥）、持っていた包丁（刃体の長さ約１６センチメ
ートル）で同人の胸部を突き刺し（⑦）、よって、その頃、同所に
おいて、同人を胸部刺切創による心臓損傷に基づく失血により死亡
させて殺害した（⑧）ものである。

というように記載される。
この記載例を見ると、犯罪事実は
① 誰が（犯罪の主体）
② 誰と（共犯）
③ なぜ（犯罪の動機・目的）
④ いつ（犯罪の日時）
⑤ どこで（犯罪の場所）
⑥ 誰に、何に（犯罪の客体）
⑦ どのような方法で（犯罪の手段・方法）
⑧ 何をしたか、どうなったか（犯罪の行為と結果）
によって構成されていることが分かる。
このように、①「犯罪の主体」、④「犯罪の日時」、⑤「犯罪の場所」、
⑥「犯罪の客体」、⑦「犯罪の手段・方法」及び⑧「犯罪の行為と結果」を

ろっか

記載すべきであるという原則は、「六何の原則」と称され、これに②「共
はっか

犯」及び③「犯罪の動機・目的」を加えたものが「八何の原則」と称され
ている。犯罪事実は、最小限、六何の原則に従って記載されることが必要
であり、必要に応じて②や③が加えられる。犯罪事実の記載に当たっては、
この「六何の原則」（あるいは「八何の原則」）を念頭に置きながらこれに
従って起案をすれば、必要な事項を漏れなく記載することができよう。

第３ 記載の形式に関する留意事項
１ 基本的な留意事項
犯罪事実は、原則として公用文における用字・用語のルールに従い、正
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確で、分かりやすい表現を用いるようにする。
すなわち、用字・用語については、常用漢字表、送り仮名の付け方、現
代仮名遣い等に関する内閣訓令等に従い、正しい文法にのっとって記載す
べきである。
犯罪事実は、品格のある文章で正確・簡潔に記載すべきであり、不正確
あるいは俗悪な語を用いないようにすべきであるし、無用な修辞を用いる
ことも避けるべきである。従前は、漢文調ないし文語調の文章が「格調が
高い」と意識されていたこともあったが、そのために分かりにくくなって
しまっては本末転倒であり、むしろ、日常用いられている口語を用いて、
分かりやすい起案を心がける方がよい。例えば、「……を企て」「……をし
て……せしめ」「手拳で殴打し」などの古めかしい、あるいは、文語的な
表現は避け、日常的に用いられている表現に改めることが望ましい（この
例でいうと、「……と考え」「……に……をさせ」「拳で殴り」などと言い換える

ことが可能である。）。
また、犯罪事実は、文頭の「被疑者は、」から文末の「……したもので

ある。」までを一文で（途中に句点が入らない文体で）記載するのが慣例で
ある。そのため、犯罪事実自体が複雑で長いものになると、文節間の関係
が分かりにくくなったり、「同」や「前記」が何を指しているのかが不明
確になったりしがちであるので、注意を要する。

２ 複数の罪について、段落分け（「第１」「第２」……）をする場合
前記のとおり、犯罪事実は、全体を一文で記載するのが慣例であるが、
併合罪（刑法４５条）の関係にある２個以上の犯罪事実については、「第１」
「第２」……のような番号を付して段落を分け、それぞれの罪に当たる事
実を他の罪に当たる事実から区別できるように特定し、独立させて記載す
る。この場合、各事実について、前記「六何（八何）の原則」を満たすよ
うに記載しなければならない。
万引きによる窃盗２件を犯したという事例について一例を挙げれば、以
下のようになる。
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【記載例１】

被疑者は
第１ 令和○年３月１日午前１０時頃、東京都新宿区百人町３丁目
○番○号株式会社甲野ストア○○店において、同店店長乙野次
郎管理のインスタントラーメン３袋等１０点（販売価格合計
３２５０円）を窃取し

第２ 同月５日午後１時頃、同区大久保１丁目○番○号「丙野商店」
において、同店経営者丙野三郎管理の缶詰３缶等８点（販売価
格合計２６５０円）を窃取し

たものである。

この場合、記載の順序は、犯行日時の順によるのが原則であるが、複数
の罪名がある場合に罪名ごとに分けたり、犯罪の日時、場所、方法、被害
者等が共通するものを適宜まとめるなどして、一読して理解しやすいもの
とする工夫をすることは差し支えなく、むしろ、そのような工夫をするこ
とが望ましい。
これに対し、複数の罪が成立する場合であっても、科刑上一罪である観
念的競合又は牽連犯（刑法５４条１項）の関係にあるものについては、段落
分けをせずに、通常の一文にまとめて記載する（第４章参照）。
なお、併合罪に当たらない複数の行為が一罪となる場合でも、段落を分
けた方が分かりやすくなる場合がある。
そのような場合には、前記併合罪の場合のように「第１」「第２」……

という「第」の付いた番号を付すのではなく、単に「１」「２」……とい
う番号を付し、起案者の意図が各罪を併合罪とするものではないこと表し
ている。
常習累犯窃盗に当たる複数の窃盗行為は、それらを包括して一罪となる
と考えられているところ、前記【記載例１】の２個の窃盗行為がいずれも
常習累犯窃盗に当たる場合を想定すると、犯罪事実は以下のようになる。
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第１章 公務の執行を妨害する罪

第１ 公務執行妨害（刑法９５条１項）
【参照条文】

第９５条（公務執行妨害及び職務強要）
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫
を加えた者は、３年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。

２ 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその
職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様と
する。

【挙動不審者に対する職務質問を妨害した事例】

被疑者は、【日時】頃、【場所】付近路上において、警察官の制服
を着用して警ら中③であった警視庁○○警察署勤務の巡査甲野太郎
①から挙動不審者として職務質問を受けた際②、同巡査に対し、右
手の拳でその顔面を数回殴り、足でその腹部を数回蹴るなどの暴行
を加え④、もって同巡査の前記職務の執行を妨害したものである⑤。

【犯罪事実記載上の留意点】
○ 本罪の犯罪事実の記載に当たっては、いかなる公務員が（①）、いかな
る職務を執行する場合であるか（②）を具体的に記載することが必要であ
る。また、職務執行は適法であることが必要であるから、必要に応じてそ
れが適法であることを根拠付ける事実も記載する（例えば、「令状を示した
上」などと記載する）。
なお、本記載例のように、警察官の職務質問を妨害する事例は多いと思
われるが、この場合、被害者である警察官は警察官職務執行法２条１項等
に基づいて職務を執行しているのであり、刑事訴訟法上の司法警察職員と
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して行動しているわけではないから、そのような警察官の職名として「司
法警察員」又は「司法巡査」を用いるのは、必ずしも正確ではない。
○ 本罪の故意としては、客体が公務員であること、公務員がその職務を執
行するに当たりこれに対し暴行・脅迫を加えることの認識・認容を要する
ので、そのような認識・認容を有していることが分かるように記載するの
が望ましい。もっとも、通常は、そのことが客観的にうかがえる事実、例
えば、「警察官の制服を着用して警ら中の……」（③）とか「免許証の呈示
を求められ……」などという事実を記載すれば、それ以上に、例えば、「職
務執行中の警察官であることを知りながら」などと、殊更記載するまでの
必要はない。
○ 妨害行為がいかなる態様のものであるかを具体的に記載する必要がある
（④）。
○ 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行・脅迫を加えれば
足り、現実に職務の執行が妨害されたことは必要としない（最判昭３３・９・
３０刑集１２・１３・３１５１）。しかし、「もって職務の執行を妨害したものである。」
と記載することが多い（⑤）。それ以上に、現実に職務がどの程度妨害さ
れたかまでの記載は不要である。
【解説】
○ 本罪は、公務員が職務を執行するに当たり①、これに対して暴行・脅迫
②を加えることにより成立する。
この場合、公務員の職務執行は適法なものであることが必要である。捜
査・事件処理に当たってはこの点を十分検討しておくことが必要である。
職務執行の適法性の要件としては、通常、次の３つが挙げられている。

ア その行為が、当該公務員の抽象的（一般的）職務権限に属するもので
あること。
イ 当該公務員が、その行為をなし得る具体的職務権限を有すること。
ウ その行為が、当該公務員の職務執行の有効要件として定められている
重要な方式、あるいは法律上重要な手続の形式を備えていること。ただ
し、訓示規定違反やわずかな方式違反は適法性に影響を及ぼさない（最
大判昭４２・５・２４刑集２１・４・５０５参照）。
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アからウまでに該当する事実は、法令、訓令・通達、各公務所の内部規
則等によって客観的に認定できるように証拠収集を図るべきであって、も
とより、被害者である公務員やその所属部署の職員等が、主観的に職務権
限の範囲内の行為であると考えているだけでは足りない。
職務行為の適否は、事後的に純客観的な立場から判断されるべきではな
く、行為当時の状況に基づいて客観的・合理的に判断すべきである。例え
ば、職務としての現行犯人逮捕行為の適法性は、逮捕行為当時の具体的状
況を客観的に判断して現行犯人と認められる理由があるか否かにより判断
すべきであり、事後において犯人と認められたか否かによるべきものでは
ない（最決昭４１・４・１４判タ１９１・１４６参照）。
①「職務を執行するに当たり」とは、現に職務を執行している場合に限
らず、まさにその職務の執行に着手しようとする場合や、それを終えたば
かりの段階も含むと解される。②本罪の「暴行」は、公務員の身体に対し
て直接加えられる有形力の行使（直接暴行）だけでなく、他の人や物に対
して加えられることによって間接的に当該公務員に物理的・心理的に感応
を与えるような有形力の行使（間接暴行）をも含む。また、本罪の「脅迫」
は、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、その害悪の内容・性質・
通知の方法を問わない。
○ 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律（平成１８年法律３６号。同年５月
８日公布。同月２８日施行。以下「平成１８年改正法」という。）により、公務執
行妨害罪及びその補充的な犯罪である職務強要罪の法定刑が、従前の「３
年以下の懲役又は禁錮」から「３年以下の懲役若しくは禁錮又は５０万円以
下の罰金」に改められ、選択刑として罰金刑が新設された（その後、「懲役
若しくは禁錮」は、「拘禁刑」に改められた。）。本罪及び職務強要罪の保護法
益である「公務」の重要性にかんがみれば、両罪については基本的には自
由刑をもって臨むべきであるが、特に本罪を構成する事案の中には、酔余、
あるいは感情の行き違い等から警察官に暴行を加えたものの、直ちに制圧
・検挙されるといった比較的影響の大きくないものも見受けられ、この種
事案の中には、相応の刑罰を科する必要があると認められる一方で、法定
刑が自由刑に限られていたため、現実的には、起訴すべきか否かの判断に
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困難を伴うものが少なくなかったことから、事案に応じた適正な処分・科
刑の実現を図るため、選択刑として罰金刑を新設し、これによって刑の選
択の幅を拡大しようとする趣旨で、改正が行われたものである。
【罪数関係】
○ 本罪が成立するときは、手段としてなされた暴行・脅迫は本罪に吸収さ
れ、また、多衆の威力を示して暴行・脅迫を加えた場合にも、暴力行為等
処罰に関する法律１条違反の罪は本罪に吸収される（大判昭４・１０・２８刑集
８・５９５）。

○ 本罪の手段としてなされた暴行により公務員が怪我を負った場合には、
本罪と傷害罪とは観念的競合となる。また、殺害行為が手段として用いら
れた場合にも、本罪と殺人罪とは観念的競合となる。
【参考判例】
◆ 県議会委員長が委員会の休憩を宣言し退席しようとした際に同人に暴行
を加える行為は、委員長が休憩宣言後も委員会の秩序を保持し、審議に関
して生じた紛議に対処するなどの職務に従事していたと認められるから、
本罪を構成する（最決平元・３・１０刑集４３・３・１８８）。
◆ 本罪の暴行脅迫は、直接公務員の身体に対して加えられる場合に限らず、
当該公務員の指揮に従いその手足となってその職務の執行に密接不可分の
関係において関与する補助者に対してなされた場合も含む（最判昭４１・３・
２４刑集２０・３・１２９）。
◆ 司法巡査が現行犯人逮捕の現場で証拠物として適法に差し押さえ、同所
に置いた覚醒剤注射液入りアンプルを、足で踏み付けて損壊したときは、
本罪が成立する（最決昭３４・８・２７刑集１３・１０・２７６９）。
◆ （生活保護に関する事務を担当する地方公務員であるAが、担当職員らに対

して恫喝的な言動をしていた被告人に対し謝罪を求めたが、被告人はこれを拒

否して立ち去ろうとし、Aがなおこれを追って謝罪を求め、その過程で被告人

から暴行を受けたという事案につき）生活保護世帯に係る法外援護事務の調
査及び調整に関することという分掌事務に直接該当するものに限られず、
当該事務を円滑に遂行するため、これを阻害する要因を排除ないし是正す
ることも、相当な範囲にとどまる限り、本来の職務に附随するものとして、
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その適正な職務に含まれる（東京高判平２７・７・７判時２３１８・１５４）。
【盗難車両検索中の職務質問に対する妨害事例】

被疑者は
第１ 【日時】頃、【場所】付近路上において、同所に駐車中の甲野
太郎管理の普通乗用自動車１台（時価１３０万円相当）を窃取
し

第２ 【日時】頃、【場所】先路上において、前記窃取に係る普通乗
用自動車を運転して赤信号に従い停止し、同盗難車を検索中で
あった警視庁○○警察署勤務の巡査乙野次郎に発見されて職務
質問を受けた際、同車内から、同巡査を突き飛ばす暴行を加え、
もって同巡査の前記職務の執行を妨害し

たものである。

【言動の注意に対する妨害事例】

被疑者は、【日時】頃、【場所】の東日本旅客鉄道株式会社○○駅
１番線ホーム上において、警視庁鉄道警察隊○○分駐所勤務の巡査
甲野太郎から酒に酔って大声で騒いでいるところを注意された際、
同巡査の顔面を拳で殴り、その胸ぐらを両手でつかむなどの暴行を
加え、もって同巡査の職務の執行を妨害したものである。

【駐車違反の取締りに対する妨害事例】

被疑者は、【日時】頃、【場所】先路上において、同所に駐車中の
普通乗用自動車の運転席に乗り込み、駐車違反取締り中の○○県○
○警察署交通課勤務の巡査甲野花子から駐車違反として取締りを受
けた際、逃走しようと考え、同車運転席側ドア窓から同車内に上半
身を入れていた同巡査に対し、同ドアを数回開閉して同ドアを同巡
査の肩部・足部等に数回打ち当てた上、同車を急発進させて同巡査
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第１章 暴力行為等処罰に関する法律

第１ 集団的な態様又は示凶器による暴行・脅迫・器物損壊（１条）
【参照条文】

第１条
団体若しくは多衆の威力を示し、団体若しくは多衆を仮装して
威力を示し又は兇器を示し若しくは数人共同して刑法（明治４０年
法律第４５号）第２０８条、第２２２条又は第２６１条の罪を犯したる者は
３年以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金に処す。

【暴力団の威力を示して脅迫した事例】

被疑者は、指定暴力団○○会△△組の構成員であるが、【日時】頃、
【場所】○○ビル１階甲野事務所において、甲野太郎（当時４５歳）
に対し、「△△組のシマウチで勝手なまねして、ただで済むと思う
のか。」①「おのれ一人やってしまうなど、わけないぞ。」などと語
気強く言い、同人の身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を
示して脅迫し②、もって団体の威力を示して脅迫したものである。

【犯罪事実記載上の留意点】
○ 本罪は

ア 団体の威力を示す
イ 多衆の威力を示す
ウ 団体を仮装してその威力を示す
エ 多衆を仮装してその威力を示す
オ 凶器を示す
カ 数人が共同する

のうちいずれかに該当する手段（これらの手段のうち２以上のものに該当す
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る場合もあり得る。）を用いて
Ⅰ 暴行（刑法２０８条）
Ⅱ 脅迫（刑法２２２条）
Ⅲ 器物損壊（刑法２６１条）

のうちいずれかの罪を犯すことによって成立するものである。したがって、
アからカまでの手段のうちいずれを用いたものであるのか（①）、Ⅰから
Ⅲまでのどの罪に当たるものであるのか（②）を具体的に記載すべきであ
る。
ⅠからⅢまでの各罪に係る記載方法（第２編第２０章第４、第２３章第１及び

第３１章第４）も参照。
【解説】
○ 本罪は、刑法上の暴行罪、脅迫罪及び器物損壊罪の加重処罰規定である。
○ 「団体」とは、共同の目的達成のため、多数の自然人が継続的に結合し
た組織体をいい、その共同の目的の種類や適法・違法を問わない。例えば、
暴力団、政治結社、会社を含む法人、暴走族グループ、いわゆる総会屋グ
ループ等、およそ組織体としての威力を発揮できるものは、本条の「団体」
と認められる。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律３条１項にいう

「団体」は、同項の定義のとおり厳格な組織性の要件が要求されるなどの
限定がなされているが、本条の「団体」にはそのような限定がなく、より
広い概念である。
○ 「多衆」とは、「団体」の要件のうち、共同目的、継続性及び組織性のい
ずれかが欠けた多数の自然人の集合体をいい、社会通念上、集団としての
威圧を感じさせる程度のものであることを要する。
○ 「仮装して」とは、団体・多衆が存在しないにもかかわらず、あたかも
存在するかのように装うこと、現実に存在する団体・多衆と無関係である
にもかかわらず、あたかもその構成員あるいは関係者であると装うことで
ある。
○ 「威力を示し」とは、団体・多衆を背景にして、人の意思を制圧するに
足りる勢力を相手方に認識させることである。
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○ 「兇器」は、刑法上の凶器準備集合罪における凶器に準じる。性質上の
凶器と用法上の凶器とがある。性質上の凶器とは、その本来の用途として
人を殺傷するために作られた器具であり、用法上の凶器とは、本来の用途
としては人を殺傷する目的を有するものではないが、使用方法によっては
人を殺傷し得るに足りる器具である。性質上の凶器には、刀剣類、銃砲、
発射機能を有する改造拳銃、爆弾、火炎びん等が該当し、用法上の凶器に
は、包丁、アイスピック、木刀、模造拳銃、模造刀剣類、ナイフ、金槌、
鎌、斧、角材、鉄棒等が該当しよう。
○ 「兇器を示し」とは、凶器を携帯していることを相手に認識させること
である。相手に凶器を認識させればよく、それ以上に相手に突き付けるな
どする必要はないが、実際には凶器を携帯していないのにそのように誤解
させるだけでは足りない。相手に認識させる手段方法は問わず、視覚によ
り認識させるのでなくても、触覚あるいは聴覚により認識させれば足りる。
なお、凶器を示した暴行罪又は器物損壊罪は、その凶器を使用して暴行
又は器物損壊をした場合だけでなく、一方の手に凶器を持って示しながら
他方の手で暴行を加えたり器物を損壊するなどした場合でも成立する。
○ 「数人共同して」とは、二人以上の者が犯罪を共同で実行する意思を有
し、かつ、２人以上の者が現場で当該犯罪を実行することをいう。共謀し
た者全員が実行に出た場合には、罰条として刑法６０条を掲げる必要はなく、
犯罪事実としても、「被疑者○名は、共同して、……」と記載されること
が多い。
甲、乙、丙の３名がAに対して暴行を加えることを共謀したが、甲の

みが暴行を加えた場合は、２人以上の者の現場における実行がないため本
罪は成立せず、３名ともに暴行罪（刑法２０８条）の共同正犯が成立するにす
ぎない（乙及び丙については、共謀共同正犯となる。）が、甲及び乙がAに
暴行を加えた場合には、甲及び乙の実行行為が本罪に該当するので、３名
ともに本罪の共同正犯が成立する（丙については、共謀共同正犯となる。）。
これらの場合には、罰条として刑法６０条も掲げる必要があり（最判昭３４・５
・７刑集１３・５・４８９参照）、犯罪事実としても、「被疑者○名は、共謀して、
……」と記載した上、二人以上の者が共同して犯罪行為に及んだ具体的事
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実を示し、「もって数人共同して暴行したものである。」などと結ぶことと
なろう。
○ 前記【犯罪事実記載上の留意点】アからカまでの手段を用いて暴行し、
傷害の結果が生じた場合には、傷害罪（刑法２０４条）が成立し、別に本罪は
成立しないと解される。
数人共同して２人以上の者に対しそれぞれ暴行を加え、一部の者に傷害
を負わせた場合には、傷害を受けた者の数だけの傷害罪と暴行を受けるに
とどまった者の数だけの本罪が成立し、これらは併合罪となる（最決昭５３
・２・１６刑集３２・１・４７）。
【団体・多衆の威力を示して脅迫した事例】

被疑者は、【年月日】頃、【場所】被疑者方から【場所】株式会社
甲野商店○○営業所に電話を掛け、同営業所主任乙野次郎（当時３５
歳）に対し、同社が販売した商品に関する苦情を申し出た際、同人
の対応が悪いとして立腹し、あたかも被疑者が右翼団体に所属して
いるものであるように装い、「俺は、○○同盟という右翼の者や。
今すぐにでもお前のところの営業所に若い衆をやって、お前なんぞ
いてまうことも簡単や。」「今もな、△△組って知っているやろう。
あそこに街宣車行かせているんや。」「命、大事にせいや。」などと
申し向け、同人の生命、身体等に危害を加えるかもしれない気勢を
示して脅迫し、もって団体及び多衆を仮装して威力を示して脅迫し
たものである。

【凶器を示して脅迫した事例】

被疑者は、【年月日】頃、【場所】先路上に停車中のタクシー車内
において、同タクシーの運転手甲野太郎（当時５０歳）に対し、持
っていた文化包丁様のものを同人の目前に突き出しながら、「刺し
てやろうか。」などと怒鳴り、もって凶器を示して脅迫したもので
ある。
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【共同暴行事例】

被疑者両名は、共同して、【日時】頃、【場所】喫茶店「○○」店
内において、甲野太郎（当時３５歳）に対し、それぞれ、その頭部
を多数回殴り、その腹部を数回足で蹴るなどの暴行を加え、もって
数人共同して暴行を加えたものである。

第２ 加重傷害（１条の２第１項）
【参照条文】

第１条の２
銃砲又は刀剣類を用いて人の身体を傷害したる者は、１年以上

１５年以下の拘禁刑に処す。

【日本刀で傷害に及んだ事例】

被疑者は、【日時】頃、【場所】被疑者方において、甲野太郎（当
時３０歳）に対し、傷害の故意をもって③、その場にあった日本刀
（刃渡り約１８センチメートル）で①、その右上腕部に１回斬りつ
け②、よって、同人に加療約３週間を要する右上腕部切創の傷害を
負わせ、もって刀剣類を用いて人の身体を傷害したものである。

【犯罪事実記載上の留意点】
○ 本罪は、銃砲又は刀剣類を用いることが構成要件の一部であるので、い
かなる凶器を用いたのかを示す必要がある（①）。「銃砲又は刀剣類」とは、
銃砲刀剣類所持等取締法２条に規定する銃砲又は刀剣類をいう。
○ 本条にいう「用いて」とは、銃砲・刀剣類をその本来の用法に従って使
用することをいい、拳銃の銃身で殴って傷害を負わせても、本罪は成立し
ない。したがって、凶器をいかなる方法で用いたのかも具体的に示す必要
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